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令和２年第１回竜王町議会臨時会 

                            令和２年７月１３日 

                            午前１１時３０分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 発議第１号 竜王町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例 

            の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第６２号 令和２年度竜王町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ５ 議第６３号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第２号） 

日程第 ６ 報第 １号 令和元年度竜王町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

日程第 ７ 報第 ２号 令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            繰越明許費繰越計算書について 

日程第 ８ 報第 ３号 令和元年度竜王町水道事業会計予算繰越計算書について 

日程第 ９ 報第 ４号 令和元年度竜王町下水道事業会計予算繰越計算書について 

日程第１０ 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 
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２  会議に出席した議員（１２名） 

 １番 森 島 芳 男   ２番 中 村 匡 希 

 ３番 福 田 優 三   ４番 鎌 田 勝 治 

 ５番 橘   せつ子   ６番 尾 川 幸 左 衞 門 

 ７番 大 前 セツ子   ８番 澤 田 満 夫 

 ９番 磯 部 俊 男  １０番 貴 多 正 幸 

１１番 岡 山 富 男  １２番 小 西 久 次 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  会議録署名議員 

 ９番 磯 部 俊 男  １０番 貴 多 正 幸 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 市田 重宏 

住 民 福 祉 主 監 兼 
発 達 支 援 課 長 

奥  浩市 
 

産 業 建 設 主 監 井口 清幸 

会 計 管 理 者 小森久美子  総 務 課 長 間宮 泰樹 

未 来 創 造 課 長 図司 明徳  中 心 核 整 備 課 長 森  徳男 

税 務 課 長 川嶋 正明  生 活 安 全 課 長 寺嶋  要 

住 民 課 長 中嶌 幸作  福 祉 課 長 西村 忠晃 

健 康 推 進 課 長 中原 江理  農 業 振 興 課 長 中山 孝彦 

商 工 観 光 課 長 岩田 宏之  建 設 計 画 課 長 市岡 忠司 

上 下 水 道 課 長 森岡 道友  教 育 次 長 知禿 雅仁 

教 育 総 務 課 長 町田 啓司  学 校 教 育 課 長 山添 美実 

生 涯 学 習 課 長 込山 佳寛    

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 西川 良浩  書 記 中野ゆかり 
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開会 午前１１時３０分 

○議長（小西久次） 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は１２人であり

ます。よって、定足数に達していますので、これより令和２年第１回竜王町議会

臨時会を開会いたします。 

会議に入ります前に、町長より発言の申出がありますので、これを認めること

にいたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さん、こんにちは。開会に当たり、一言御挨拶を申し上げ

ます。 

本日、令和２年竜王町議会第１回臨時会を招集いたしましたところ、議員各位

におかれましては、公私何かと御多用の中、御出席いただき厚くお礼を申し上げ

ます。 

議員の皆様方には、ますます御健勝にて日々議員活動に御専念いただき、あわ

せまして町政万般にわたり格別の御指導と御鞭撻を賜っておりますことに、重ね

て厚く御礼申し上げます。 

去る６月１４日に、任期満了に伴う竜王町長選挙が執行され、町民の皆様から

力強い御支持を頂き、引き続き町政を担わせていただくことになりました。「明

るく元気で活力あふれるまち」、「次世代に誇れるまち」の実現に向け、新たな

決意をもって取り組んでまいります。 

選挙戦でお訴えしました論点は、１点目としては、当面の最優先課題として新

型コロナウイルス感染症から町民の皆様の安心・安全を守ること、そして感染症

拡大防止と社会経済活動の回復に取り組むことが必要であるということでござい

ます。 

２点目として、コンパクトシティ化構想（案）を着実に推進することでござい

ます。特に本構想（案）のリーディングプロジェクトであります、小学校を初め

教育施設整備につきましては、町民の方々におおむね御指示を頂いたものと考え

ており、今後、（案）を外し、具体案の策定、また説明、推進を行ってまいりた

いと考えております。 

３点目として、今後さらに取り組むべき課題として、魅力ある農業の創生、教

育・福祉・医療・社会インフラのさらなる充実、安心・安全のまちづくりと考え

ておるところでございまして、また、仕事の進め方といたしましては、第１期に

引き続きまちが抱える課題を常に整理し、優先順位をつけ、期限を切って組織横
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断的なプロジェクトチームを組成し、取り組んでまいりたいと考えております。 

さて、７月３日から熊本を初め、九州地方や岐阜県、長野県において記録的な

大雨となり、大雨特別警報が発令され、土砂災害や浸水による甚大な被害が多数

報告されております。大雨特別警報が発表されるような集中豪雨は、ふだん災害

が起きないと思われるような場所におきましても最大限の警戒が必要となってま

いります。行政といたしまして、コロナ禍の下、万一の避難所開設における感染

症対策を初め、町民の皆様の安心・安全の確保、自らの命を守る行動を早めに行

っていただけるよう、防災意識の高揚に努めてまいりたいと考えております。 

また、現在、東京都を中心に新型コロナウイルスの新規感染者数が再び増加傾

向にございまして、第２波の襲来が懸念されるところでございます。こうした状

況から、町民の皆様とともに新しい生活様式の定着、感染拡大を防止するため、

適切な対策の実践を進めてまいります。 

５月定例会直後の臨時会招集となり恐縮でございますけれども、提案申し上げ

ます案件につきまして慎重なる御審議を賜り、適切な御結論を頂けますようお願

い申し上げ、開会に当たりましての挨拶といたします。どうぞよろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（小西久次） これより、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（小西久次） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１２５条の規定により、９番、磯部俊男議員、１０番、貴多正幸議

員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ２ 会期の決定について 

○議長（小西久次） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は、本日１日限りと決定いたしました。 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 発議第１号 竜王町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条 

            例の一部を改正する条例 

○議長（小西久次） 日程第３ 発議第１号、竜王町議会議員の議員報酬および費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

提出理由の説明を求めます。 

８番、澤田満夫議員。 

○８番（澤田満夫） 発議第１号、竜王町議会議員の議員報酬および費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例。令和２年７月１３日提出。 

提出者、竜王町議会議員、澤田満夫。 

賛成者、竜王町議会議員、森島芳男、賛成者、竜王町議会議員、中村匡希、賛

成者、竜王町議会議員、福田優三、賛成者、竜王町議会議員、鎌田勝治、賛成者、

竜王町議会議員、橘せつ子、賛成者、竜王町議会議員、尾川幸左衞門、賛成者、

竜王町議会議員、大前セツ子、賛成者、竜王町議会議員、磯部俊男、賛成者、竜

王町議会議員、貴多正幸、賛成者、竜王町議会議員、岡山富男。 

提出理由。 

新型コロナウイルス感染症により町民生活はさま変わりし、社会・経済活動に

深刻な影響を及ぼしており、令和２年５月定例会では、町独自の施策を打ち出す

ための補正予算を可決したところです。 

しかし、今後においても、事態の推移を含め、見通しは不透明な状況であり、

このような状況下において不安を抱く町民に寄り添うことを念頭に、今後のさら

なる対策の実施に伴う経費の増加に鑑み、町財政への負担の軽減に資するため、

議長、副議長、委員長及び議員の受ける、令和２年８月分から同年１１月分まで

の報酬月額は、別表１の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその１００分の

５に相当する額を減じた額とすることから、条例の一部改正をするものです。 

○議長（小西久次） 以上で、提出理由の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより、討論に入ります。 

討論ありませんか。 
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［「なし」の声あり］ 

ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

日程第３ 発議第１号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（小西久次） 起立全員であります。 

よって、日程第３ 発議第１号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ４ 議第６２号 令和２年度竜王町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ５ 議第６３号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第２号） 

日程第 ６ 報第 １号 令和元年度竜王町一般会計繰越明許費繰越計算書につい 

            て 

日程第 ７ 報第 ２号 令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）繰越明許費繰越計算書について 

日程第 ８ 報第 ３号 令和元年度竜王町水道事業会計予算繰越計算書について 

日程第 ９ 報第 ４号 令和元年度竜王町下水道事業会計予算繰越計算書につい 

            て 

○議長（小西久次） 日程第４ 議第６２号、令和２年度竜王町一般会計補正予算

（第３号）及び日程第５ 議第６３号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別

会計（事業勘定）補正予算（第２号）の２議案、並びに、日程第６ 報第１号、

令和元年度竜王町一般会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第９ 報第４

号、令和元年度竜王町下水道事業会計予算繰越計算書についてまでの４報告につ

いて一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程頂きました、議第６２号及び議第６３号につい

て提案理由を申し上げます。 

議第６２号、令和２年度竜王町一般会計補正予算（第３号）につきましては、

現在お認めを頂いております補正予算（第２号）までの歳入歳出予算額が７７億
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１，５２６万８，０００円でございます。今回、この総額に１億２，６８０万２，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億４，２０７万

円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容としましては、新型コロナウイルス感染症に関連する施策を中

心としております。歳出予算におきまして、地元の商工振興・農産物の販売促進

等の対策として、町内事業者及び農業者を含めた個人事業者への支援、特産品・

観光応援施策、農業再生協議会への補助、また、安全・安心の教育・保育環境等

の整備として、教育・保育施設に対する環境の整備、学童保育所に対する運営補

助等についてそれぞれ増額をするものでございます。 

歳入予算におきましては、新型コロナウイルス感染症に係る国庫及び県支出金

の増額、並びにＧＩＧＡスクール構想に係る国庫支出金の増額、また、新型コロ

ナウイルス感染症に対する施策の財源として、財政調整基金繰入金等を増額する

ものでございます。 

次に議第６３号、令和２年度 竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第２号）につきましては、現在お認めを頂いております補正予算（第

１号）までの歳入歳出予算額が、１７億５，９４０万円でございます。今回、こ

の総額に歳入歳出それぞれ１５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１７億６，０９０万円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、歳出におきまして償還金及び還付加算金の

うち国民健康保険税還付金として１５０万円を増額するものでございます。歳入

につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う保険税の減免に対する特別調

整交付金を１００万円増額するものでございます。あわせて、不足分の財源とし

て、前年度からの繰越金として５０万円を増額するものでございます。 

以上、議第６２号及び議第６３号の２議案につきまして提案理由を申し上げた

ところでございますが、議第６２号につきましては、詳細について担当課長から

説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 間宮総務課長。 

○総務課長（間宮泰樹） ただいま、町長から議第６２号、令和２年度竜王町一般

会計補正予算（第３号）について提案理由の説明があったところでございますが、

さらにその内容についてお手元配付の提出議案説明資料１ページの、令和２年度

７月補正予算概要により説明させていただきます。 

まず、ページ中段の（２）歳出補正予算の内容から御説明いたします。 
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まず、特別職手当及び特別職共済費４３４万５，０００円の減額につきまして

は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う経費の増加に鑑み、町財政への負担の

軽減に資するため、５月定例会において条例改正を行ったことから、予算に反映

させるため減額するものでございます。 

次に、電子情報処理費１４万６，０００円の増額につきましては、役場におい

てウェブ会議等に使用し、また災害時には、避難所で使用するためのモバイルＷ

ｉ－Ｆｉを利用するため増額するものでございます。 

次に、公共交通機関対策費といたしまして、印刷製本費１５３万５，０００円

の減額及び竜王ＭａａＳ協議会負担金７６万７，０００円の増額につきましては、

令和２年５月２０日に一般社団法人日本自動車販売協会連合会滋賀県支部、滋賀

県及び本町で構成する「竜王ＭａａＳ協議会」を設立したことに伴い、印刷製本

費を負担金に組み替えるものでございます。 

次に、町税過年度過納還付金１，０００万円の増額につきましては、法人町民

税において、確定申告により多額の還付金が発生したため増額するものでござい

ます。 

次に、東近江圏域共同事業委託料４７万円の増額につきましては、東近江圏域

の２市２町で共同実施する相談支援事業において、当初予算にて計上すべき必要

経費の計上を一部失念していたことから増額するものでございます。 

次に、東近江圏域共同事業負担金２０万円の減額及び障害者働き・暮らし応援

センター事業補助金２７６万３，０００円の増額につきましては、東近江圏域の

２市２町で共同実施する事業において、幹事市町が他市町から分担金を徴収し、

補助金として事業所に一括して支払うこととされています。今年度、本町が幹事

でありますが、前年度幹事からの引継ぎがうまくいっておらず、このことを把握

できていなかったため、当初予算を組み替え、負担金を減額し補助金を増額する

ものでございます。 

次に、放課後児童健全育成事業といたしまして、消耗品費及び学童事業管理用

備品２５０万１，０００円の増額につきましては、学童保育所に対して体温計、

空気清浄機、サーキュレーター等を整備するため増額するもの、また、新型コロ

ナ対策保育料減額補助金６９万円の増額につきましては、減額となった保育料収

入について町単独事業により減額分の２分の１について学童保育に補助をする予

定でしたが、国、県の交付金において補助メニューが追加されたことから、全額

補助できるよう増額するものでございます。 
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次に、農業再生協議会補助金３５万円の増額につきましては、国の補正予算と

して措置される高収益作物次期作支援交付金について、町内の農業者へ約１，７

５０万円が交付される見込みであり、竜王町農業再生協議会において当該事務を

進めていくに当たり、その事務費分が不足することから増額するものでございま

す。 

次に、商工振興対策事業１００万円の増額につきましては、コロナ禍における

物産品の販売低下・観光来訪者の減少等の影響に対して、竜王町にゆかりのある

方々を対象として、町の特産品を添えた応援キャンペーン等により、販売促進・

来訪者の拡大・ふるさと納税の増加を図り、地域経済等の活性化につなげる事業

を実施するため、ＰＲ用特産品等に要する経費について増額するものでございま

す。 

次に、持続化給付金１，２００万円の増額につきましては、経済産業省が行う

持続化給付金の対象とならなかった者に対して、町独自の基準を設けた給付金を

支給するため増額するものでございます。 

次に、防災資機材整備備品６４１万６，０００円の増額につきましては、台風

期を迎えるに当たり、新型コロナウイルス感染症対策を講じた避難所運営が必要

であることから、避難所用簡易テント及び避難所用冷房機を整備するため増額す

るものでございます。 

次に、学校現場業務改善推進事業１１７万８，０００円の増額につきましては、

新型コロナウイルス感染症対策及び雇用対策として、給食配膳補助、施設消毒作

業を行うためのスクール・サポート・スタッフを小中学校に１名ずつ配置するた

め増額するものでございます。 

次に、教委事務局費・一般管理１６５万円の増額につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症対策として、家庭における学習支援のための通信環境を整備する

ことから増額するものでございます。 

次のページに移りまして、竜王小学校、竜王西小学校及び竜王中学校管理運営

費５４万円の増額につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の影響による

夏休み期間の短縮に伴い、猛暑の中での登下校が想定されることから、熱中症対

策のため、体調の悪い児童生徒がタクシー等の利用ができるよう増額するもので

ございます。 

次に、小学校コンピュータ整備事業といたしまして、施設内ネットワーク整備

業務委託料２，２９４万３，０００円の増額及び電算管理用備品３，３８８万５，
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０００円の増額、併せて、中学校コンピュータ整備事業といたしまして、施設内

ネットワーク整備業務委託料１，９０５万円の増額及び電算管理用備品１，６６

９万５，０００円の増額につきましては、国が進める「１人１台端末および高速

大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な子ども達を誰一人取り残す

ことのない、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で実現させる」構想、

いわゆるＧＩＧＡスクール構想に基づき、校内ネットワーク環境の構築、１人１

台端末の整備を行う必要があることから増額するものでございます。 

次に、竜王幼稚園、竜王西幼稚園管理運営費１００万円の増額につきましては、

新型コロナウイルス感染症対策の補助金を活用し、各幼稚園に消毒液、空気清浄

機、サーキュレーター等を整備するため増額するものでございます。 

次に、生涯スポーツ推進事業といたしまして、スポーツイベント周知費用等２

５万円の増額につきましては、町民運動会中止による代替イベント実施に伴う啓

発費用等について増額し、あわせて、町民運動会実行委員会への補助金２００万

円について減額するものでございます。 

次に、給食センター総務費・管理費４９万１，０００円及び９万７，０００円

の増額につきましては、一学期延長に伴い夏場の調理が必要となることから、熱

中症対策として速乾性のある厨房用被服等を整備するとともに、調理期間が延長

されることから定期的に行う健康診断の回数を追加するため、増額するものでご

ざいます。 

次に歳入補正予算でございますが、上段の（１）歳入補正予算の内容から御説

明いたします。 

まず、東近江圏域共同事業市町負担金２５６万３，０００円の増額は、東近江

圏域共同事業の実施に伴い、構成市町から負担金が支払われることに伴う増額、

次に、地域子ども・子育て支援交付金３２２万９，０００円の増額は、国の補助

金を活用し、学童保育所の備品の整備等の財源とするため及び学童保育所への保

育料減額分に対する補助金の３分の１について、国から交付金が交付されること

から増額するものでございます。 

次に、保育対策事業費補助金９６万７，０００円の増額は、保育園の物品等整

備の財源とするための増額、また、公立学校情報機器整備費補助金４，３３１万

円の増額は、ＧＩＧＡスクール構想に伴う小中学校の校内ネットワーク環境の構

築及びパソコン等学習用端末購入の財源とするため増額するものでございます。 

次に、学校保健特別対策事業費補助金２１７万８，０００円の増額は、小中学
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校におけるマスク等購入支援事業及び学びの保障事業として国から補助金が交付

されるため増額するもの、また、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金

３５万円の増額は、国によるひとり親世帯臨時特別給付金事業給付事務に係る事

務費補助金が交付されるため増額するものでございます。 

次に、地域子育て支援事業費交付金７３万円の増額は、学童保育所への保育料

減額分に対する補助金の３分の１について、県から交付金が交付されることから

増額するもの、また、幼児教育の質の向上のための緊急環境整備補助金１００万

円の増額は、幼稚園の保健衛生用品購入の財源とするため増額するものでござい

ます。 

次に、スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金６５万６，０００円

の増額は、感染症対策及び雇用対策として小中学校に配置する会計年度任用職員

の報酬等に対して、国及び県から補助金が交付されることに伴い増額するもので

す。 

次に、財政調整基金繰入金につきまして、新型コロナウイルス感染症に対する

施策の財源といたしましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を財源とする予定ではございますが、現時点において最終の交付額等につ

いて未確定ですので、財政調整基金繰入金６，１９７万１，０００円を財源とし、

今後、交付金が確定した段階で財源を組み替えたいと考えております。 

次に、未来につなぐふるさと交竜基金繰入金につきまして、公共交通機関対策

費において予算を減額したことから、財源としていた基金を減額するものでござ

います。 

最後に、今回の新型コロナウイルス感染症に対する施策以外の補正に係る一般

財源所要額１，０６１万６，０００円について、前年度からの繰越金を増額する

ものでございます。 

以上、簡単ではございますが、令和２年度竜王町一般会計補正予算（第３号）

の説明といたします。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 続きまして、報第１号から報第４号までについて報告いたし

ます。 

報第１号、令和元年度竜王町一般会計繰越明許費繰越計算書について及び報第

２号、令和元年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）繰越明許費繰越

計算書についてにつきましては、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によ
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り、報告するものでございます。 

本繰越明許費繰越計算書の内容につきましては、３月定例会において地方自治

法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費としてお

認めを頂きました令和元年度の繰越明許費に係るものでございます。今回繰越し

をさせていただきました、それぞれの事業名と翌年度繰越額を会計ごとに申し上

げます。 

一般会計については、企画総務費・一般管理５９５万１，０００円、自立支援

給付事業７１万円、農林公園施設管理事業１億２，４５７万６，０００円、道路

橋梁整備事業１億６３２万円、総合運動公園管理運営事業１億５００万円、防災

情報通信設備整備事業４億円、竜王小学校施設整備事業３１６万８，０００円、

公民館管理運営費１４３万円を繰り越しました。 

国民健康保険事業特別会計（施設勘定）については、医科診療所整備事業１億

２，８３７万６，０００円を繰り越しました。 

次に、報第３号、令和元年度竜王町水道事業会計予算繰越計算書について及び

報第４号、令和元年度竜王町下水道事業会計予算繰越計算書についてにつきまし

ては、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、報告するものでございます。 

水道事業会計については、改良事業費２，９９３万円、下水道事業会計につい

ては、建設改良費４５０万円を繰り越しました。これらの事業につきましては、

早期に完了できるよう努めてまいります。 

以上、報第１号から報第４号までについての報告といたします。 

○議長（小西久次） 提案理由の説明が終わりました。 

これより、１議案ごとにお諮りいたします。 

日程第４ 議第６２号、令和２年度竜王町一般会計補正予算（第３号）を議題

として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより、討論に入ります。 

討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより、採決を行います。 
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日程第４ 議第６２号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（小西久次） 起立全員であります。 

よって、日程第４ 議第６２号は原案のとおり可決されました。 

なお、ＧＩＧＡスクール構想の関連予算については、先の７月９日に開催され

ました教育民生常任委員会所管事務調査で、委員から出された意見や要望事項を

特に考慮され、執行の上で十分反映されるようお願いします。 

日程第５ 議第６３号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）補正予算（第２号）を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより、討論に入ります。 

討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより、採決を行います。 

日程第５ 議第６３号を原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（小西久次） 起立全員であります。 

よって、日程第５ 議第６３号は原案のとおり可決されました。 

日程第６ 報第１号、令和元年度竜王町一般会計繰越明許費繰越計算書につい

てから日程第９ 報第４号、令和元年度竜王町下水道事業会計予算繰越計算書に

ついてまでの４報告について、質疑がありましたらこれを認めることにいたしま

す。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、日程第６ 

報第１号から日程第９ 報第４号までの報告について、報告を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第１０ 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

○議長（小西久次） 日程第１０ 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙

を行います。 

現在、竜王町議会選出の滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員が欠員となっ

ていることから、滋賀県後期高齢者医療広域連合規約第８条第３項の規程によっ

て選挙を行うものであります。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にいたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

それでは、指名いたします。 

滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に西田秀治町長を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました西田秀治町長を、滋賀県後期高齢者医療広域連合議

会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました西田秀治町長が滋賀県後期高齢者医療広域

連合議会議員に当選されました。 

ただいま滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました西田秀治町

長が議場におられますので、本席から、会議規則第３３条第２項の規定により当

選人の告知をいたします。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 
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この際、町長より発言の申出がございますので、これを認めることにいたしま

す。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 閉会に当たり、一言御礼の御挨拶を申し上げます。 

提案させていただきました案件に関しまして、慎重なる御審議を賜り、原案ど

おりの内容でお認めをいただきましたこと、厚く御礼を申し上げます。 

開会の御挨拶でも申し上げましたとおり、まずは新型コロナウイルス感染症対

策を最優先に行い、感染拡大の防止と社会経済活動の回復の両立を果たしてまい

りたいと考えているところでございます。 

そして、今後も加速する人口減少や少子高齢化など社会の変化を見据えながら、

「明るく元気で活力あふれるまち」、「次世代に誇れるまち」づくりの実現に向

かって、組織横断的に全職員が一丸となって鋭意取り組んでまいります。 

また、梅雨期の豪雨災害に対する備えや今後の台風に対する備えをしっかりと

行い、町民の皆様の安全安心を守ってまいりたいと考えております。 

結びに当たりまして、これからの季節一段と暑さが厳しくなってまいります。

議員の皆様におかれましては、くれぐれも健康に御留意いただき、町政進展のた

め、引き続き御活躍いただきますよう御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶とさ

せていただきます。 

本日は、誠にありがとうございました。 

○議長（小西久次） 以上をもちまして、令和２年第１回竜王町議会臨時会を閉会

いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

閉会 午後０時１３分 
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